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障
害
に
関
す
る
相
談
機
関
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
相
談
員
・
知
的
障

害
者
相
談
員
は
、
身
体
障
害
や
知

的
障
害
が
あ
る
人
の
様
々
な
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
助
言
や
指
導
な

ど
を
行
な
う
と
と
も
に
、
関
係
機

関
に
連
絡
を
取
る
な
ど
の
援
助
を

行
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
次
の
相
談
員
が
選

任
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
敬
称
略
）

○
身
体
障
害
者
相
談
員

　
　

氏
名　
　
　
　

担
当
地
区

　

重
冨　

冨
雄　
　

久
賀
地
区

　

清
水　

良
助　
　
　

 

〃

　

小
野　

為
雄　
　

大
島
地
区

　

藤
谷　

咲
子　
　
　

 

〃

　

大
田　

吉
人　
　

東
和
地
区

　

中
河　

末
光　
　

橘
地
区

　

中
尾　

治
明　
　
　

 

〃

　

藤
山　

芳
雄　
　
　

 

〃

○
知
的
障
害
者
相
談
員

　
　

氏
名　
　
　
　

担
当
地
区

　

横
村　

鶴
子　
　

久
賀
地
区

　

樹
元　
　

昭　
　

大
島
地
区

　

山
本
ミ
ヨ
子　
　

東
和
地
区

　

木
村
ト
ミ
子　
　

橘
地
区

　

障
害
の
あ
る
方
お
よ
び
そ
の
ご

家
族
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
提
供
等
や
、
権
利
擁
護
の

た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
ご
本
人
が
自
立
し
た
日

常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
日

常
生
活
で
お
困
り
の
こ
と
や
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
就
労
に
対
す

る
相
談
な
ど
の
専
門
的
な
相
談
支

援
に
つ
い
て
、
町
で
は
次
の
機
関

に
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
お
よ
び
個
人
情
報
の

守
秘
義
務
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
身
体
障
害
に
関
す
る
こ
と

　

社
会
福
祉
法
人
緑
風
会　

　

緑
風
園

　

障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
７
（
６
３
）
２
８
８
２

○
知
的
障
害
に
関
す
る
こ
と

　

社
会
福
祉
法
人
城
南
学
園　

　

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
た
ん

　

ぽ
ぽ

☎
０
８
２
０
（
５
２
）
２
５
５
４

○
精
神
障
害
に
関
す
る
こ
と

　

医
療
法
人
恵
愛
会　

　

や
な
い
地
域
生
活
支
援
セ
ン　

　

タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
１
２
０
５

身
体
障
害
者
相
談
員
・
知
的

障
害
者
相
談
員
の
ご
紹
介

障
害
者
相
談
支
援
事
業
に
つ

い
て

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の

ご
案
内

　

障
害
の
あ
る
方
が
通
い
、
創
造

的
活
動
ま
た
は
生
産
活
動
の
機
会

を
提
供
し
、
社
会
と
の
交
流
等
を

行
う
施
設
で
す
。
ま
た
毎
月
一
回
、

町
内
で
心
の
相
談
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
実
施
機
関

　

医
療
法
人
恵
愛
会　

　

や
な
い
地
域
生
活
支
援
セ
ン　

　

タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
１
２
０
５

町
役
場
で
の
相
談
窓
口

○
身
体
障
害
・
知
的
障
害
関
係

　

福
祉
課
民
生
福
祉
班

☎
７
７
‐
５
５
０
５

○
精
神
障
害
関
係

　

健
康
増
進
課
健
康
づ
く
り
班

☎
７
７
‐
５
５
０
４

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
対

象
者
の
医
療
に
要
す
る
経
費
の
う

ち
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
を
公

費
で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
／

○
対
象
と
な
る
人　

①
年
齢
要
件　

　

０
歳
〜
小
学
校
就
学
前
ま
で

②
所
得
要
件　

　

税
額
控
除
（
配
当
控
除
、
外
国

税
額
控
除
、
調
整
控
除
）
前
の
市

町
民
税
所
得
割
額
13
万
６
７
０
０

円
以
下
の
世
帯
（
父
母
の
合
算
額
）

■
ち
び
っ
子
医
療
費
助
成
制
度
／

○
対
象
と
な
る
人　

①
年
齢
要
件　

　

小
学
校
１
年
生
〜
小
学
校
６
年

生
ま
で

②
所
得
要
件　

　

税
額
控
除
（
配
当
控
除
、
外
国

税
額
控
除
、
調
整
控
除
）
前
の
市

町
民
税
所
得
割
額
13
万
６
７
０
０

円
以
下
の
世
帯
（
父
母
の
合
算
額
）

■
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
／

○
対
象
と
な
る
人

①
世
帯
要
件

ア　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童
を
養
育
す
る
母
子
家
庭
の
母

お
よ
び
当
該
児
童　
　

イ　

父
母
の
い
な
い
18
歳
に
達
す

る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童

②
所
得
要
件　

　

市
町
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

■
受
給
者
証
有
効
期
間
／

　

平
成
20
年
８
月
１
日
〜
平
成
21

　

年
７
月
31
日
ま
で

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方

は
、
役
場
福
祉
課
ま
た
は
最
寄
り

の
支
所
・
出
張
所
で
申
請
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る

方
に
は
更
新
書
類
を
送
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
の
お
済
み
で

な
い
方
は
今
月
中
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／

　

印
鑑
、
受
給
対
象
者
の
健
康
保

　

険
証

■
問
い
合
わ
せ
／

　

福
祉
課
☎
７
７
‐
５
５
０
５

福祉医療費助成制度のお知らせ


